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2024年6月28日 
各     位 

会 社 名 L I N E ヤ フ ー 株 式 会 社  
代 表 者 名 代表取締役社長  CEO 出澤  剛  

（コード：4689 東証プライム） 
問 い 合 わ せ 先 上級執行役員 CFO（最高財務責任者）  

坂 上  亮 介 
 （電話：03-6779-4900） 

 

支配株主等に関する事項について 
 
当社の親会社であるソフトバンクグループ株式会社（以下「SBG」といいます。）、ソフトバンクグルー

プジャパン株式会社（以下「SBGJ」といいます。）、ソフトバンク株式会社（以下「ソフトバンク」といい

ます。）およびAホールディングス株式会社（以下「AHD」といいます。）について、支配株主等に関する

事項は、以下のとおりとなりますので、お知らせいたします。 
 

記 
 
1．親会社、支配株主（親会社を除く。）、その他の関係会社またはその他の関係会社の親会社の商号等 

  （2024年3月31日現在） 

名称 属性 

議決権所有割合（％） 発行する株券が

上場されている

金融商品取引所

等 

直接所有分 合算対象分 計 

ソフトバンクグループ株式会社 親会社 － 64.4 64.4 
株式会社東京証

券取引所プライ

ム市場 

ソフトバンクグループジャパン

株式会社 親会社 － 64.4 64.4 － 

ソフトバンク株式会社 親会社 0.0 64.4 64.4 
株式会社東京証

券取引所プライ

ム市場 

Aホールディングス株式会社 
親会社および

主要株主であ

る筆頭株主 

64.4 ― 64.4 ― 

 

2．親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称およびその理由 

名 称 ソフトバンク株式会社 

その理由 ソフトバンクは、当社の議決権の64.4％を直接保有するAHDの議決権をNAVER 
ら（注）とともに50％ずつ直接保有し、AHDを連結子会社としているため 

（注）NAVER Corporationおよび同社の完全子会社であるNAVER J. Hub株式会社をいいます。 
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3．親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 
(1) 親会社との関係 

AHD は、当社の議決権の 64.4%を所有する親会社および主要株主である筆頭株主です。また、ソ

フトバンク、SBGJおよびSBGはそれぞれ当社の議決権の64.4%を実質的に保有する親会社です。 

SBG、SBGJおよびソフトバンクは当社の親会社であるAHDを通じて当社の議決権を間接的に所有

する親会社であり、ソフトバンクはAHDの親会社、SBGJはソフトバンクの親会社、SBGはSBGJ
の親会社です。 

   なお、当社取締役のうち親会社等および親会社等のグループ企業の役職員を兼務している者はおり

ません。 
 

(2) 親会社等からの独立性の確保について 
上記のとおり、親会社の取締役を兼務している当社取締役および親会社から招聘し親会社の役職員

を兼務している取締役はおりません。 
また、当社の営業取引における親会社のグループ会社への依存度は低く、そのほとんどは一般消費者

または当社と資本関係を有しない一般企業との取引となっています。加えて、「当社およびその親会社・

子会社・関連会社間における取引および業務の適正に関する規程」を制定し、親会社との取引において、

第三者との取引または類似取引に比べて不当に有利または不利であることが明らかな取引の禁止や、

利益または損失・リスクの移転を目的とする取引の禁止などを敢えて明確に定めています。 
当社では、取締役会の決議につき特別の利害関係を有するものは議決権を行使できない旨を取締役

会規程において定めています。また、特別の利害関係を有するものに該当するか否かの判断にあたって

は、必要に応じて外部の専門家の意見を聞く等、正確な判断ができるよう努めています。 
なお、当社の取締役会は、2024 年 3 月 31 日時点において、取締役 7名のうち 3名を独立社外取締

役で構成しておりましたが、2024 年 6 月 18 日時点において、取締役総数を 6 名とし、うち 4 名を独

立社外取締役とする構成に変更し、独立性を確保しているほか、取締役会の諮問機関として、当該独立

社外取締役（2024年3月31日時点において3名、2024年6月18日時点において4名）で構成され

るガバナンス委員会を設置しています。当該委員会にて、親会社等の関連当事者との取引実施時の意思

決定のモニタリング等、取締役会の監督機能を強化するとともに、コーポレート・ガバナンスの更なる

向上と、当社少数株主の保護を図るため、当社グループのガバナンス等に関する重要な事項について審

議を行っています。 
このような諸施策により、事業運営上、当社の親会社からの独立性は十分に確保されていると判断し

ています。 
 

4．支配株主等との取引等に関する事項 
該当事項はありません。 
 

5．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 
当社の親会社はSBG、SBGJ、ソフトバンクおよびAHDです。当社では、「当社およびその親会社・

子会社・関連会社間における取引および業務の適正に関する規程」を制定し、親会社等との取引におい

て、第三者との取引または類似取引に比べて不当に有利または不利であることが明らかな取引の禁止

や、利益または損失・リスクの移転を目的とする取引の禁止などを明確に定め、公正かつ適正な取引の

維持に努めています。また、親会社等との取引のうち、取引金額が一定以上の金額の案件については、

事前にガバナンス委員会での審議を実施しています。 
以 上 


